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第１章  計画策定の基本的な考え方  

 

１  計 画 策 定 の 目 的  

都 市 農 業 （用 P.44）は 、こ れ ま で 都 市 化 の 圧 力 を 受 け つ つ も 、農 業

者 等 の 努 力 に よ り 営 ま れ て き た こ と に よ り 、 新 鮮 な 農 産 物 の 供 給 、

防 災 空 間 の 確 保 、 良 好 な 景 観 の 形 成 、 国 土 ・ 環 境 の 保 全 、 農 業 体

験 の 場 の 提 供 等 の 多 様 な 機 能 を 発 揮 し て き ま し た 。 他 方 で は 、 人

口 の 減 少 や 高 齢 化 が 進 む 中 、 こ れ ま で 宅 地 化 す べ き も の と し て 見

ら れ て き た 都 市 農 地 に 対 す る 開 発 圧 力 も 低 下 し て き て お り 、 ま た 、

都 市 農 業 に 対 す る 住 民 の 評 価 も 高 ま っ て い ま す 。 と り わ け 、 東 日

本 大 震 災 を 契 機 と し て 、 防 災 の 観 点 か ら 都 市 農 地 を 保 全 す べ き と

の 評 価 も 広 が っ て い る と こ ろ で す 。  

こ う し た 背 景 の も と 、都 市 農 業 の 安 定 的 な 継 続 を 図 る と と も に 、

そ の 多 様 な 機 能 の 適 切 、 か つ 、 十 分 な 発 揮 を 通 じ て 良 好 な 都 市 環

境 の 形 成 に 資 す る こ と を 目 的 に 、平 成 ２ ７ (2015)年 ４ 月 に「 都 市

農 業 振 興 基 本 法 」（ 以 下 「 基 本 法 」 と い う 。） が 施 行 さ れ ま し た 。

そ の 基 本 法 に 基 づ き 、国 に お い て は 平 成 ２ ８ (2016)年 ５ 月 に「 都

市 農 業 振 興 基 本 計 画 」（ 以 下 「 基 本 計 画 」 と い う 。） が 策 定 さ れ 、

都 市 農 地 の 位 置 付 け が 「 宅 地 化 す べ き も の 」 か ら 「 都 市 に あ る べ

き も の 」 へ と 大 き く 方 針 転 換 さ れ ま し た 。  

ま た 、愛 知 県 に お い て も 、平 成 ２ 9(2017)年 3 月 に「 愛 知 県 都

市 農 業 振 興 計 画 」 が 策 定 さ れ 、 都 市 農 業 が 持 つ 様 々 な 可 能 性 を 広

げ 、 そ の 豊 か さ を 農 業 者 と 都 市 住 民 が と も に 享 受 し て 未 来 に つ な

げ ら れ る よ う 、 県 と し て の 都 市 農 業 の め ざ す 姿 が 示 さ れ ま し た 。 

北 名 古 屋 市 に お い て は 、大 都 市 近 郊 と い う 地 理 的 特 性 に も か か

わ ら ず 、市 域 約 1,8０ ０ ha の う ち 、農 地 は ２ 割 以 上 を 占 め て お

り 、 ま と ま っ た 農 地 が 広 が っ て い ま す 。  

他 方 、数 十 年 に 一 度 の 大 雨 に な る と 予 想 さ れ る 場 合 に 発 令 さ れ

る 大 雨 特 別 警 報 が 近 年 頻 発 す る 中 、 北 か ら 西 に か け て は 五 条 川 、

東 は 大 山 川 、 南 は 新 川 に 囲 ま れ る 本 市 に と っ て は 、 集 中 豪 雨 が 続

け ば 、河 川 に 排 水 で き な く な り 、大 き な 浸 水 被 害 が 懸 念 さ れ ま す 。 
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ま た 、本 市 の 人 口 は 8 万 5 千 人 を 超 え 、人 口 密 度 も 県 下 の 市 町

村 で 3 番 目（ 平 成 29(2017)年 10 月 1 日 現 在 ）（※）に 高 い 状 況

の 中 で 、 近 い 将 来 、 発 生 が 危 惧 さ れ る 大 規 模 地 震 に 対 す る 一 時 避

難 場 所 の 確 保 や 市 民 相 互 の 助 け 合 い 精 神 の 醸 成 な ど が 必 要 と さ

れ て い ま す 。  

こ う し た 中 、昨 今 の 都 市 農 業 を 取 り 巻 く 社 会 情 勢 の 変 化 は 、本

市 に お い て 都 市 農 業 に 改 め て 目 を 向 け る 絶 好 の 機 会 と 捉 え 、 大 都

市 近 郊 と い う 北 名 古 屋 市 の 地 理 的 特 性 を 活 か し た 都 市 農 業 の 振

興 を 図 る と と も に 、地 域 防 災・減 災 、地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ （用 P.44）の

活 性 化 や 豊 か で 良 好 な 都 市 環 境 の 形 成 な ど 多 様 な 機 能 を 有 す る

都 市 農 地 の 保 全 を 図 る こ と を 目 的 と し 、 基 本 法 に 基 づ き 「 北 名 古

屋 市 都 市 農 業 振 興 基 本 計 画 」（ 以 下 「 本 計 画 」 と い う 。） を 策 定 し

ま し た 。  

都 市 農 業 の 振 興 は も と よ り 、都 市 農 業 が 有 す る 多 様 な 機 能 の 十

分 な 発 揮 を と お し て 、 安 全 ・ 安 心 で う る お い の あ る 市 民 生 活 が 持

続 的 に 送 ら れ る よ う 、 本 計 画 に お け る 各 種 施 策 を 適 時 ・ 適 切 に 展

開 し て い き ま す 。  

（※2017 年 10 月 1 日推計人口、全国都道府県市町村別面積調 （国土地理院 ）に

よる。）  
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２  計 画 の 位 置 づ け  

本 計 画 は 、 基 本 法 第 10 条 の 規 定 を 根 拠 と し て 、 本 市 に お け る

都 市 農 業 の 振 興 と 都 市 農 業 が 有 す る 多 様 な 機 能 が 十 分 に 発 揮 さ

れ る よ う 定 め た 地 方 計 画 で す 。  

「 第 ２ 次 北 名 古 屋 市 総 合 計 画 」 を 上 位 計 画 と し て 、「 第 2 次 北

名 古 屋 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 」、「 第 2 次 北 名 古 屋 市 緑 の 基 本

計 画 」、「 北 名 古 屋 市 環 境 基 本 計 画 」、「 北 名 古 屋 市 地 域 防 災 計 画 」、

「 北 名 古 屋 市 障 害 者 計 画・第 5 期 障 害 福 祉 計 画・第 1 期 障 害 児 福

祉 計 画 」、「 第 3 期 北 名 古 屋 市 食 育 推 進 計 画 」等 と の 整 合 を 図 り な

が ら 策 定 し ま す 。【 図 -１ 参 照 】  

 

【国】 

    「 都 市 農 業 振 興 基 本 法 」    「 都 市 農 業 振 興 基 本 計 画 」  

 

 

【愛知県】 

 「 愛 知 県 都 市 農 業 振 興 計 画 」  

 

 

 

 

 

 

 

「 第 2 次 北 名 古 屋 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 」  

「 第 2 次 北 名 古 屋 市 緑 の 基 本 計 画 」  

「 北 名 古 屋 市 環 境 基 本 計 画 」  

「 北 名 古 屋 市 地 域 防 災 計 画 」  

「 北 名 古 屋 市 障 害 者 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画  

・ 第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 」  

「 第 3 期 北 名 古 屋 市 食 育 推 進 計 画 」  等  

 

【 図 -１  「 北 名 古 屋 市 都 市 農 業 振 興 基 本 計 画 」 の 位 置 付 け 】  

 

 

 

  

【北名古屋市】    「 第 ２ 次 北 名 古 屋 市 総 合 計 画 」  

    

    「北名古屋市都市農業振興基本計画」  
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３  計 画 対 象 の 都 市 農 地  

基 本 法 第 ２ 条 に お い て「 都 市 農 業 と は 、市 街 地 及 び そ の 周 辺 の

地 域 に お い て 行 わ れ る 農 業 を い う 。」 と 規 定 さ れ て い ま す 。  

本 市 に お い て は 、昭 和 44(1969)年 に 制 定 さ れ た「 農 業 振 興 地

域 の 整 備 に 関 す る 法 律 」に 基 づ く 農 業 振 興 地 域 （用 P.44）（ 以 下「 農

業 振 興 地 域 」と い う 。）の 指 定 を 受 け て お ら ず 、農 業 の 振 興 を 図 る

拠 り ど こ ろ が な い こ と か ら 、 市 域 全 体 の 農 地 を 本 計 画 対 象 の 都 市

農 地 と し て い ま す 。  

 

４  計 画 期 間  

本 計 画 に つ い て は 、上 位 計 画 の 第 ２ 次 北 名 古 屋 市 総 合 計 画 と の

整 合 を 図 り な が ら 、 都 市 農 業 の 振 興 等 に 関 す る 総 合 的 な 施 策 を 長

期 的 な 視 点 で 推 進 す る こ と が 必 要 で す 。 し た が っ て 、 本 計 画 期 間

は 、 第 ２ 次 北 名 古 屋 市 総 合 計 画 の 計 画 期 間 の 10 年 間 と の 整 合 を

図 る と と も に 、 10 年 後 の 本 市 の 都 市 農 業 の め ざ す 姿 を 見 据 え 、

平 成 ３ １ (2019)年 度 か ら 平 成 ４ ０ (2028)年 度 ま で と し ま す 。  
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第２章  農業等の現状と課題  

 

１  人 口 の 動 向 と 社 会 情 勢  

本 市 の 人 口 は 、平 成 ３ ０ (2018)年 4 月 1 日 現 在 ８ ５ ,５ ８ ４ 人

（※）で あ り 、名 古 屋 市 に 隣 接 と い う 良 好 な 立 地 条 件 な ど に よ り 、近

年 、 人 口 減 少 が 進 む 自 治 体 が 多 い 中 で 、 直 近 3 か 年 （ 平 成

27(2015)年 ～ 平 成 30(2018)年 ）平 均 で 毎 年 ５ ０ ０ 人 弱 の 人 口

増 で 推 移 し て い ま す 。  

こ う し た 中 、住 宅 用 地 と し て 新 た に 供 給 さ れ て い る の は 主 と し

て 農 地 で あ り 、市 街 化 区 域 （用 P.44）に お い て は 農 地 と 住 宅 地 と の 混

在 化 、 市 街 化 調 整 区 域 （用 P.44）に お い て は ス プ ロ ー ル 化 （用 P.45）が

進 ん で お り 、 農 業 を 行 う う え で も 生 活 を す る う え で も 、 互 い に 良

好 な 環 境 と は い え な い 状 況 が 増 え つ つ あ り ま す 。  

ま た 、他 地 域 か ら の 転 入 者 も 多 い こ と か ら 、地 域 行 事 な ど に 馴

染 ん だ り 、 地 域 住 民 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 上 手 く と れ る よ う

に す る た め 、 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 強 化 が 必 要 で す 。  

（※  愛知県人口動向調査 ）  
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２  農 業 の 概 況  

(1) 営 農 状 況  

本 市 は 、濃 尾 平 野 の ほ ぼ 中 央 に 位 置 し 、地 形 は 海 抜 5 メ ー ト ル

前 後 と 極 め て 平 坦 な 地 形 で す 。本 市 を 囲 む よ う に 合 瀬 川 、五 条 川 、

新 川 な ど の 河 川 が 流 れ 、 う る お い の あ る 豊 か な 田 園 風 景 が 広 が っ

て い ま す 。 気 候 は 、 年 間 を 通 じ て 温 暖 で あ り 、 木 曽 川 ・ 庄 内 川 な

ど の 沖 積 地 に 発 達 し た 生 産 性 の 高 い 肥 沃 な 土 地 を 利 用 し て 、 古 く

か ら 農 業 が 発 展 し て き ま し た 。  

現 在 の 本 市 の 農 業 は 、北 東 部 ・ 南 部 ・ 西 部 に 広 が る 水 田 に お い

て 、 あ い ち の か お り を 中 心 と し た 水 稲 栽 培 を 行 っ て お り 、 畑 作 で

は ホ ウ レ ン ソ ウ 、 ネ ギ 、 イ チ ジ ク な ど を 栽 培 し て い ま す 。 安 価 な

輸 送 費 で 大 消 費 地 に 新 鮮 な 農 作 物 を 供 給 で き る と い う 都 市 近 郊

農 業 の 利 点 を 活 か し て い る も の の 、 ブ ラ ン ド 化 や 地 産 地 消 等 が 進

ん で い な い と い う 課 題 を 抱 え て い ま す 。  

 

(2) 農 業 就 業 者 及 び 農 家 戸 数  

平 成 27(2015) 年 に お け る 本 市 の 農 業 就 業 者 （ 販 売 農 家 （用

P.45））数 は 505 人 （※）で 、基 幹 的 農 業 従 事 者 （用 P.45）数 は 404 人

（※）、 う ち 認 定 農 業 者 （用 P.45）数 は ２ 人 （ う ち 法 人 １ 組 織 ） （※）と

な っ て い ま す 。ま た 、総 農 家 戸 数 は 1,013 戸 で （※）、う ち 販 売 農

家 戸 数 は 348 戸 （※）、ま た 、そ の う ち 主 業 農 家 （用 P.  45）戸 数 は 19

戸 （※）で す 。 平 成 22(2010)年 に お け る 農 業 就 業 者 （ 販 売 農 家 ）

数 は 691 人 （※）、販 売 農 家 戸 数 は 495 戸 （※）で あ っ た の で 、こ の

５ 年 間 で 農 業 就 業 者（ 販 売 農 家 ）は 約 27％ 減 、販 売 農 家 戸 数 は 約

30％ 減 少 し て い ま す 。  

ま た 、平 成 26(2014)年 度 に 商 工 農 政 課 が 実 施 し た 農 家 ア ン ケ

ー ト 調 査 の 結 果 で は 、主 に 農 業 に 従 事 し て い る 者 の 84％ が 、61

歳 以 上 と な っ て お り 、著 し く 高 齢 化 が 進 ん で い ま す 。【 図 -２ 参 照 】 

農 業 後 継 者 に つ い て も 、同 じ ア ン ケ ー ト 調 査 結 果 で「 い る 」 と

の 回 答 は 、 ２ ７ ％ で し た 。【 図 -３ 参 照 】  

こ の よ う な 状 況 か ら 、高 齢 化 の 進 展 、農 業 後 継 者・担 い 手 （用 P.45）

の 不 足 は 深 刻 な 状 況 に あ り ま す 。  

（※  2015 年農林業センサス（用 P.46））



- 7 - 

 

 

【 図 -２  主 に 農 業 に 従 事 し て い る 者 の 年 齢 構 成 】  

資 料 ： 平 成 26(2014)年 度  商 工 農 政 課  農 家 ア ン ケ ー ト 調 査 結 果  

 

 

【 図 -３  農 業 後 継 者 の 有 無 】  

資 料 ： 平 成 26(2014)年 度  商 工 農 政 課  農 家 ア ン ケ ー ト 調 査 結 果  
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(2) 耕 地 面 積  

農 業 委 員 会 が 毎 年 実 施 し て い る 調 査 で は 、 本 市 の 平 成

29(2017)年 4 月 1 日 現 在 の 耕 地 面 積 （用 P.46）は 、 4１ ５ ha で 、

地 目 別 で は 水 田 が 2８ ５ ha、畑 が 1３ ０  ha で す 。こ れ は 、5 年

前 の 平 成 24(2012)年 比 で 耕 地 面 積 は 約 8％ 減（ 水 田 で 約 7％ 減 、

畑 で 約 10％ 減 ）で 、近 年 で は 毎 年 、５ ～ ９ ha ほ ど の 転 用 が 進 み 、

農 地 は 減 少 傾 向 に あ り ま す 。【 図 -４ 参 照 】  

そ の 一 方 で 、 本 市 の 総 面 積 は  1,837 ha（※）で 、 そ の う ち 耕 地

面 積 は 市 全 体 面 積 の 22.6％ を 占 め て お り 、 本 市 は 大 都 市 近 郊 で

あ る に も 関 わ ら ず 、 依 然 と し て ま と ま っ た 農 地 が 存 在 し て い ま す 。

【 図 -5 参 照 】  

（※   2015 年農林業センサス）  

 

 

 

【 図 -４  耕 地 面 積 の 推 移 】  

資 料 ： 農 業 委 員 会 調 べ   
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【 図 -5 耕 地 の 区 分 模 式 図 】  

資 料 ： 都 市 整 備 課 、 農 業 委 員 会 調 べ  

 

 

 

(3) 農 業 産 出 額 と 市 民 の 農 業 へ の 関 心  

本 市 の 農 業 産 出 額 （用 P.46）は 、 ６ .２ 億 円 （※１）で 、 品 目 別 で は 、

米 が 2.６ 億 円 （※１）、野 菜 が ３ .１ 億 円 （※１）、果 樹 等 が 0.4 億 円 （※

１）と な っ て い ま す 。愛 知 県 全 体 の 農 業 産 出 額 は 3,１ ５ ４ 億 円 （※２）

で す が 、 本 市 の 県 内 シ ェ ア は 0.2％ に も 満 た ず 、 特 段 の 特 産 物 も

な い 状 況 で す 。  

た だ し 、旧 師 勝 町 で は 平 成 3(1991)年 度 か ら 、旧 西 春 町 で は 平

成 11(1999)年 度 か ら 、農 業 者 以 外 の 市 民 を 対 象 と し て レ ジ ャ ー

農 園 （用 P.46）を 提 供 し て い ま す が 、 平 成 ３ ０ (2010)年 4 月 現 在 、

７ ４ ２ 区 画 中 ６ ９ ０ 区 画 が 利 用 さ れ 、 利 用 率 は 約 ９ ３ ％ と 有 効 に

活 用 さ れ て お り 、 農 業 に 関 心 を 持 つ 市 民 も 多 く 存 在 し て い ま す 。 

（※１  平成 28 (2016 )年市町村別農業産出額 （推計 ））  

（※２  平成 28 (2016 )年農林水産統計 ）  
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(4) 農 業 用 用 排 水 施 設  

昭 和 40(1965)年 度 か ら 昭 和 45(1970)年 度 に か け て 県 営 か

ん が い 排 水 事 業 に よ り 改 修 さ れ た 幹 線 水 路 （ 用 P.46 ） や 昭 和

29(1954)年 度 か ら 昭 和 51(1976)年 度 に か け て 行 っ た 土 地 改

良 事 業 に よ り 改 修 さ れ た 支 線 水 路 （用 P.46）・ 末 端 水 路 （用 P.47）は 、

現 在 で は 著 し く 老 朽 化 が 進 行 し て お り 、 維 持 管 理 や 施 設 の 補 修 に

毎 年 １ 億 円 ほ ど の 金 額 が 費 や さ れ て い ま す 。  

ほ と ん ど の 農 業 用 用 排 水 施 設 （用 P.47）が 、耐 用 年 数 の 40 年 （※）

を 経 過 し て お り 、 抜 本 的 な 改 修 に は 莫 大 な 費 用 と 時 間 を 要 し ま す 。 

ま た 、水 路 は 老 朽 化 の 問 題 だ け で は な く 、通 水 期 で は 用 水 と 排

水 が 兼 用 す る 水 路 を 堰 き 止 め て 用 水 を 取 水 し て い る と こ ろ も 多

い こ と か ら 、 一 旦 大 雨 が 降 る と 浸 水 被 害 が 生 じ る 懸 念 が あ る た め 、

堰 の 人 的 な 緊 急 操 作 が 必 要 な 状 況 に あ り ま す 。  

（※  昭和 43 (1968 )年 3 月 29 日付け 42 農地 C 第 90 号農地局長通達 ）  
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３  地 域 の 状 況  

(1) 農 業 振 興 地 域 の 指 定  

本 市 に は 、ま と ま っ た 農 地 が 残 っ て い ま す が 、農 業 振 興 地 域 の

指 定 を 受 け て い な い こ と か ら 、 国 費 ・ 県 費 が 導 入 さ れ る 補 助 制 度

や 融 資 制 度 等 を 活 用 し た 農 業 振 興 施 策 の 計 画 的 、 か つ 、 集 中 的 な

実 施 が 困 難 な 状 況 に あ り ま す 。  
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(2) 都 市 化 の 進 展  

都 市 化 の 進 展 は 、市 街 化 区 域 の み な ら ず 、市 街 化 調 整 区 域 に お

い て も ス プ ロ ー ル 化 が 進 行 し つ つ あ る こ と か ら 、 市 内 に め ぐ ら さ

れ て い る 農 業 用 水 路 に 家 庭 雑 排 水 等 が 混 入 す る よ う に な り 、 用 水

の 水 質 の 問 題 な ど か ら 良 質 な 農 産 物 の 安 定 供 給 が 困 難 な 状 況 に

あ り ま す 。 こ の こ と が 農 業 者 が 農 業 を 行 っ て い く た め に 必 要 不 可

欠 と な る 農 産 物 の ブ ラ ン ド 化 や 高 付 加 価 値 化 な ど に 支 障 を き た

す 要 因 の 一 つ と な っ て い る た め 、 生 活 雑 排 水 の 農 業 用 水 路 へ の 混

入 を 極 力 抑 え る 必 要 が あ り ま す 。  
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(3) 新 川 総 合 治 水 対 策  

平 成 18(2006)年 1 月 新 川 流 域 が 「 特 定 都 市 河 川 浸 水 被 害 対

策 法 （用 P.47）」の 適 用 を 受 け「 特 定 都 市 河 川 流 域 」に 指 定 さ れ 、500

㎡ 以 上 の 開 発 (土 地 か ら の 流 出 雨 水 量 を 増 加 さ せ る お そ れ の あ る

行 為 )は 愛 知 県 知 事 等 の 許 可 が 必 要 と な り 、許 可 に あ た っ て は 、技

術 的 基 準 に 従 っ た 雨 水 貯 留 施 設 の 設 置 が 義 務 付 け ら れ ま し た 。  

そ う い っ た 中 、法 的 に は 雨 水 貯 留 施 設 の 設 置 義 務 が な い 500 ㎡

未 満 の 農 地 転 用 案 件 が 農 地 転 用 全 体 の 半 分 程 度 を 占 め て い る こ

と 【 図 -6 参 照 】、 ま た 、 許 可 基 準 に 基 づ い た 雨 水 貯 留 施 設 を 設 置

し て も 、 元 々 あ っ た 水 田 の 貯 留 能 力 を 完 全 に カ バ ー し き れ な い こ

と か ら 、 水 田 の 転 用 が 進 む に つ れ 、 地 域 の 貯 留 機 能 は 年 々 減 少 し

て い ま す 。  

 

 

【 図 -6 農 地 転 用 面 積 の 推 移 】  

資 料 ： 農 業 委 員 会 調 べ  

 

（※  北名古屋市宅地開発行為等に関する指導要領 ）  
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(4) 市 街 化 区 域 内 農 地 の 税 制 等  

本 市 で は 、 農 業 を 今 後 も 継 続 し た い と い う 農 業 者 の 要 望 や 公

害 ・ 災 害 へ の 備 え 、 良 好 な 都 市 環 境 を 守 る と い う 観 点 か ら 、 合

併 を 契 機 と し て 平 成 20(2008)年 12 月 に 生 産 緑 地 法 に 基 づ き  

、 生 産 緑 地 （用 P.47）を 21ha（※1）指 定 し ま し た 。 平 成 29(2017)

年 3 月 現 在 の 市 街 化 区 域 内 農 地 は 、 99ha（※2）あ り 、 う ち 生 産 緑

地 は 、 20ha（※1）存 在 し て い ま す 。  

国 の 基 本 計 画 に は 、 都 市 農 業 振 興 を 図 る う え で の 税 制 上 検 討

す る 項 目 と し て ① 生 産 緑 地 を 除 く 市 街 化 区 域 内 農 地 の 保 有 に 係

る 税 負 担 の あ り 方 、 ② 賃 借 さ れ る 生 産 緑 地 等 に 係 る 相 続 税 納 税

猶 予 の あ り 方 の 二 点 に つ い て 規 定 さ れ て お り 、 ② の 賃 借 さ れ る

生 産 緑 地 等 に 係 る 相 続 税 納 税 猶 予 の あ り 方 に つ い て は 、 平 成

30(2018)年 6 月 に 「 都 市 農 地 の 貸 借 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律 」

が 成 立 し 、 貸 付 け さ れ た 生 産 緑 地 に つ い て も 相 続 税 の 納 税 猶 予

が 適 用 さ れ る こ と と な り ま し た 。 ① の 生 産 緑 地 を 除 く 市 街 化 区

域 内 農 地 の 保 有 に 係 る 税 負 担 の あ り 方 に つ い て は 、 現 在 、 国 に

お い て 検 討 し て い る と こ ろ で す 。  

市 街 化 区 域 内 農 地 の 維 持 ・ 保 全 や 都 市 農 業 を 継 続 的 に 行 っ て

い く た め に は 、 市 街 化 区 域 内 農 地 の 保 有 に 係 る 税 負 担 の あ り 方

は 重 要 な 要 素 で あ る こ と か ら 、 今 後 も 国 の 動 向 を 注 視 し て い く

必 要 が あ り ま す 。  

（※１  都市整備課調べ）  

（※２  農業委員会調べ）  
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第３章  都市農業のめざす姿  

 

１  都 市 農 業 の 有 す る 多 様 な 機 能  

都 市 農 業 の 有 す る 多 様 な 機 能 と は 、 基 本 法 第 ３ 条 第 1 項 に お

い て 「 都 市 住 民 に 地 元 産 の 新 鮮 な 農 産 物 を 供 給 す る 機 能 の み な

ら ず 、都 市 に お け る 防 災 、良 好 な 景 観 の 形 成 並 び に 国 土 及 び 環 境

の 保 全 、 都 市 住 民 が 身 近 に 農 作 業 に 親 し む と と も に 農 業 に 関 し

て 学 習 す る こ と が で き る 場 並 び に 都 市 農 業 を 営 む 者 と 都 市 住 民

及 び 都 市 住 民 相 互 の 交 流 の 場 の 提 供 、 都 市 住 民 の 農 業 に 対 す る

理 解 の 醸 成 等 」と 定 義 さ れ 、さ ら に「 こ れ ら の 機 能 が 将 来 に わ た

っ て 適 切 か つ 十 分 に 発 揮 さ れ る と と も に 、 そ の こ と に よ り 都 市

に お け る 農 地 の 有 効 な 活 用 及 び 適 正 な 保 全 が 図 ら れ る よ う 、 積

極 的 に 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。」 と 規 定 さ れ て い ま す 。  

以 下 、 都 市 農 業 の 有 す る 多 様 な 機 能 に つ い て 説 明 し ま す 。  

 

 

(1) 農 産 物 を 供 給 す る 機 能  

都 市 住 民 に 地 元 産 の 新 鮮 な 農 産 物 を 供 給 す る 機 能 で 、 地 元

産 の 農 産 物 を 地 域 の レ ス ト ラ ン で 提 供 し た り 、 ブ ラ ン ド 化 し

て 加 工 し た り 、 イ ベ ン ト で と り あ げ た り す る こ と で 、 ま ち お

こ し に も つ な が り ま す  
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 (2) 防 災 の 機 能  

豪 雨 時 に お い て 、 水 田 は 雨 を 一 時 的 に 貯 留 し 、 宅 地 へ の 浸

水 被 害 や 河 川 等 に 一 気 に 流 出 す る こ と を 防 止 し ま す 。 ま た 、

畑 に つ い て は 火 災 時 に お け る 延 焼 の 防 止 や 地 震 時 に お け る 一

時 避 難 場 所 、 災 害 時 に お け る 農 産 物 や 井 戸 水 の 提 供 、 仮 設 住

宅 建 設 用 地 や 復 旧 用 の 資 材 置 き 場 等 の た め の 防 災 空 間 と し て

の 機 能 が 期 待 さ れ ま す 。  

 

 (3) 良 好 な 景 観 の 形 成 の 機 能  

緑 地 空 間 や 水 辺 空 間 を 提 供 し 、 都 市 住 民 の 生 活 に 「 や す ら

ぎ 」 や 「 潤 い 」 を も た ら す 機 能 で 、 田 園 の 風 景 や 田 畑 を 潤 す

水 、 美 し い 緑 、 心 地 よ い 風 、 四 季 の 移 り 変 わ り な ど は 、 そ こ

を 訪 れ た 人 々 の 気 分 を 落 ち 着 か せ 、 心 を 癒 や す な ど の 保 健 休

養 の 場 を 提 供 し て い ま す 。  
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 (4) 国 土 ・ 環 境 の 保 全 の 機 能  

都 市 の 緑 と し て 、 地 球 温 暖 化 や ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 現 象 （用

P.48）の 緩 和 、 豪 雨 時 に お け る の 洪 水 の 緩 和 、 雨 水 の 貯 留 ・ 浸

透 、 生 物 多 様 性 （用 P.48）の 保 全 等 に 資 す る 機 能 が 期 待 さ れ ま

す 。  

 

 

 

 

(5) 農 作 業 体 験 ・ 学 習 ・ 交 流 の 場 を 提 供 す る 機 能  

都 市 住 民 や 学 童 の 農 作 業 体 験 ・ 交 流 、 ふ れ あ い の 場 及 び 農

産 物 直 売 所 で の 農 産 物 販 売 等 を 通 じ た 生 産 者 と 消 費 者 の 交 流

の 機 能 が 期 待 さ れ ま す 。  
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 (6) 農 業 に 対 す る 理 解 の 醸 成 の 機 能  

身 近 に 存 在 す る 都 市 農 業 を 通 じ て 、 都 市 住 民 の 農 業 へ の 理

解 を 醸 成 す る 機 能 で 、 自 然 と の 触 れ 合 い の 少 な い 都 市 部 で は  

、 都 市 農 業 が あ る こ と で 農 業 や 食 、 ひ い て は 都 市 農 業 の 有 す

る 多 様 な 機 能 を 理 解 す る き っ か け と な る こ と が 期 待 さ れ ま

す 。  
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2 都 市 農 業 の 有 す る 多 様 な 機 能 の 貨 幣 評 価 の 試 算  

本 市 に お け る 都 市 農 業 の 有 す る 多 様 な 機 能 の 貨 幣 評 価 を 行 う

に あ た り 、 多 様 な 機 能 の う ち 、 市 民 の 生 命 ・ 財 産 に 及 ぼ す 影 響 が

最 も 大 き い と 考 え ら れ る 国 土 ・ 環 境 の 保 全 の 機 能 の う ち 、 水 田 が

持 つ 雨 水 の 貯 留・浸 透 機 能 を 抜 き 出 し て 試 算 し た 結 果 は 、「 別 紙 1 

水 田 が 持 つ 雨 水 の 貯 留・浸 透 機 能 の 貨 幣 評 価 の 試 算 」（資 P.53）の と

お り で す 。  

な お 、試 算 の 方 法 は 、い ろ い ろ あ り ま す が 、こ こ で は 雨 水 の 貯

留 浸 透 機 能 を 持 つ 水 田 の 効 果 を 流 域 貯 留 浸 透 事 業 （用 P .48）に て 整

備 さ れ る 貯 留 水 槽 の 事 業 費 に 置 き 換 え る 方 法 に て 評 価 し ま し た 。

（ 代 替 法 （用 P.48））  

そ の 結 果 、毎 年 ７ ２ 億 ７ 千 ５ 百 万 円 に も 及 ぶ 非 常 に 大 き な 効 果

を 知 ら ず 知 ら ず の う ち に 享 受 し て い る 結 果 と な り ま し た 。  

こ れ に 他 の 多 様 な 機 能 を 加 え れ ば 、さ ら に 計 り 知 れ な い 効 果 が

生 み 出 さ れ て い る こ と と な り ま す 。  

 

3 都 市 農 業 の 有 す る 多 様 な 機 能 の 効 果 の 啓 発 ・ 共 有 化  

本 市 に お い て 都 市 農 業 を 振 興 す る に あ た っ て は 、防 災 の 機 能 を

始 め と す る 都 市 農 業 の 有 す る 多 様 な 機 能 が 、 こ の よ う に 非 常 に 有

益 で あ る と い う こ と を 農 業 者 自 身 や 市 民 に 知 っ て い た だ く こ と

が 肝 要 で す 。 さ ら に は 、 田 畑 が 適 正 に 保 全 さ れ て い る の も 農 業 関

係 者 の た ゆ ま ぬ 努 力 の 結 果 で あ る と い う こ と を 市 民 に 気 づ い て

い た だ き 、 本 市 の 農 産 物 を 買 い 支 え て い た だ く こ と が 必 要 で あ り 、

極 め て 重 要 で す 。  

そ の た め に 、都 市 農 業 の 有 す る 多 様 な 機 能 の 効 果 を 有 効 、か つ 、

効 果 的 に 啓 発 し 、 そ の こ と を 農 業 者 ・ 市 民 の 間 で の 共 有 化 が 図 ら

れ る よ う 、 各 種 の 施 策 を 推 進 し ま す 。  
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4 都 市 農 業 の め ざ す 姿 の 設 定 の 考 え 方  

前 述 の 農 業 等 の 現 状 と 課 題 、 都 市 農 業 の 有 す る 多 様 な 機 能 を 踏 ま

え 、 本 市 が 、 め ざ す 都 市 農 業 の 姿 に つ い て 、 次 の 考 え の も と に 設 定

し ま す 。  

①  都 市 農 業 振 興 の 必 須 要 素  

農 業 は 農 地 が あ っ て こ そ で あ り 、 都 市 農 地 の 保 全 は 都 市 農 業

を 振 興 す る う え で の 必 須 要 素 で す 。 都 市 農 地 を 適 正 に 保 全 す る

た め に は 、 農 業 者 に 営 農 目 的 に 見 合 っ た 合 理 的 な 収 入 を 得 て も

ら う こ と が 肝 要 で す 。  

②  都 市 農 業 が 有 す る 多 様 な 機 能 の 発 揮  

都 市 農 地 が 健 全 な 状 態 で 存 在 す る こ と に よ り 、 都 市 農 業 が 有

す る 多 様 な 機 能 が 十 分 に 発 揮 さ れ ま す 。  

③  都 市 農 業 が 有 す る 多 様 な 機 能 に 対 す る 「 気 づ き 」  

都 市 農 業 が 有 す る 多 様 な 機 能 の 発 揮 に よ る 多 大 な る 恩 恵 に つ

い て 農 業 者・市 民 の「 気 づ き 」を 促 す た め 、各 種 施 策 を 展 開 し ま

す 。  

④  「 気 づ き 」 の 相 乗 効 果  

農 業 者・市 民 の 様 々 な「 気 づ き 」の 相 乗 効 果 に よ り 、あ る べ き

都 市 農 地 の 適 正 な 保 全 が さ ら に 図 ら れ る こ と と な り ま す 。  

 

 

 

都市農業の振興

あるべき都市農地の保全
（都市農業が有する多様な機能の発揮）

小規模でも儲かる農業

多様な担い手の確保・育成

水田貯留効果の保全

防災協力農地の確保 保養・安らぎ効果の発揮

地域コミュニティ活性化

米のブランド化推進

用排水施設の更新整備・

農地・水路等の適正な維持管理

畑作特産物開発、

契約栽培等への誘導・支援

いきいき農業塾（有機栽培）

、レジャー農園の推進

農地・農作業のマッチング

気候緩和効果の発揮

農福連携、食育の推進

６次産業化の取組支援

【 図 -7 都 市 農 業 の め ざ す 姿 概 念 図 】  
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5 都 市 農 業 を 通 し て 北 名 古 屋 市 が め ざ す も の  

 本 市 の 農 業 が 抱 え る 課 題 に 対 応 す る と と も に 、 農 業 者 に 営 農 目

的 に 見 合 っ た 合 理 的 な 収 入 を 得 て も ら う た め 、 意 欲 あ る 多 様 な 担 い

手 へ の 利 用 集 積 や 米 の ブ ラ ン ド 化 、 畑 作 特 産 物 の 開 発 、 販 売 ル ー ト

の 確 保 、 地 産 地 消 （用 P .48）の 推 進 を 図 る と と も に 、 都 市 農 業 振 興 の

礎 と な る 農 業 用 用 排 水 施 設 の 更 新 整 備 の 計 画 的 な 実 施 、 優 良 農 地 の

確 保 、 多 様 な 担 い 手 の 確 保 ・ 育 成 、 ６ 次 産 業 化 （用 P.49）の 取 組 へ の

支 援 、 地 域 資 源 （用 P.49）の 適 切 な 保 全 管 理 、 都 市 農 業 に 対 す る 理 解

促 進 の た め の 啓 発 等 を 行 い ま す 。  

こ う し た 取 組 を 行 う こ と に よ り 都 市 農 地 が 健 全 な 状 態 で 保 全 さ

れ 、 都 市 農 業 が 有 す る 多 様 な 機 能 が 十 分 に 発 揮 さ れ ま す 。  

特 に 、 平 成 12(2000)年 の 東 海 豪 雨 で 大 水 害 を 経 験 し た 本 市 に

と っ て は 、 都 市 農 業 が 有 す る 多 様 な 機 能 の う ち 、 水 田 が 持 つ 雨 水 の

貯 留 ・ 浸 透 機 能 の 恩 恵 は 計 り 知 れ ず 、 都 市 農 地 の 適 正 な 保 全 は 、 市

民 が 安 全 ・ 安 心 に 生 活 す る う え で 重 要 な 課 題 で す 。  

他 方 で は 、 近 い 将 来 発 生 が 危 惧 さ れ る 大 規 模 な 地 震 が 起 こ れ ば 、

お そ ら く 被 災 は 免 れ ま せ ん が 、被 災 し た 際 、最 も 頼 り に な る の は「 隣

人 」で す 。近 く の 知 り 合 い だ か ら こ そ 、被 災 時 に は お 互 い を 心 配 し 、

迅 速 な 救 助 活 動 な ど の 行 動 が と れ ま す 。 常 日 頃 か ら 隣 人 と 上 手 く コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 図 ら れ て い れ ば 、 市 民 は 楽 し く 、 安 全 ・ 安 心 な

生 活 を 送 る こ と が で き ま す 。 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ が 活 性 化 さ れ れ ば 、

「 暮 ら し や す い ま ち 」と な り 、有 事 の 際 に は 、「 災 害 に 強 い ま ち 」と

な り ま す 。  

ま た 、被 災 時 に 8 万 5 千 人 を 超 え る 市 民 が 、一 時 避 難 場 所 と し て

即 時 に 逃 げ 込 む 空 間 は 、公 園 な ど の 公 共 用 地 や 公 共 施 設 は も と よ り 、

現 実 的 に は 住 宅 地 に 点 在 す る 都 市 農 地 と な る こ と が 想 定 さ れ ま す 。

そ の た め 、 被 災 時 に 住 宅 地 に 点 在 す る 都 市 農 地 を 有 効 に 活 用 で き る

方 策 を 検 討 す る こ と も 重 要 で す 。  

こ れ ら の 課 題 等 を 踏 ま え 、 都 市 農 業 を 通 し て 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の

活 性 化 に つ な が る よ う 、 住 民 等 の 農 作 業 体 験 ・ 交 流 、 ふ れ あ い の 場

の 提 供 や 農 産 物 直 売 所 等 で の 農 産 物 販 売 を 通 じ た 生 産 者 と 消 費 者 の

交 流 、 多 様 な 生 き 物 を 育 む 水 田 等 に お け る 生 き 物 観 察 会 等 の 取 組 を

展 開 し ま す 。 ま た 、 多 大 な る 雨 水 の 貯 留 ・ 浸 透 機 能 、 防 災 機 能 を 発

揮 す る 都 市 農 業 ・ 農 地 の 適 正 な 保 全 に つ な が る よ う 、 水 田 農 業 の 振

興 に 重 点 的 に 取 り 組 む と と も に 防 災 協 力 農 地 （用 P.49）の 検 討 を 行 い

ま す 。  

こ れ ら の 施 策 を 農 業 者 や 農 業 関 係 団 体 、 行 政 だ け で は な く 市 民 も

含 め 一 丸 と な っ て 積 極 的 に 取 り 組 む と と も に 、 都 市 農 業 が 有 す る 多

様 な 機 能 発 揮 に よ る 多 大 な る 恩 恵 に つ い て 農 業 者・市 民 の「 気 づ き 」

を 促 す こ と に よ り 、『水土里
み ど り

ゆたかで誰もが安全に安心して暮らせ
る北名古屋市』を め ざ し ま す 。  
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【 図 -8 都 市 農 業 の め ざ す 姿 イ メ ー ジ 図 】  
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第４章  都市農業振興施策の取組  

 

本 市 が 目 指 す 姿 の 実 現 に 向 け て 、本 市 と 愛 知 県 、西 春 日 井 農 業

協 同 組 合（ 以 下「 JA 西 春 日 井 」と い う 。）、農 業 者 、市 民 と の 連 携・

協 働 に よ り 、「 農 業 生 産 の 強 化 の た め の 支 援 」、「 身 近 に 土 と ふ れ あ

え る 機 会 の 充 実 」、「 農 地 防 災 機 能 の 効 果 的 な 発 現 」 の ３ つ の 施 策

の 柱 の も と 、 各 種 施 策 を 展 開 し ま す 。  

な お 、 各 種 施 策 を 実 施 す る う え で 、 目 的 が 多 岐 に わ た る た め 、

各 取 組 内 容 の 末 尾 に 以 下 の 目 的 を 記 載 し て あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農 業 基 盤  

 

… 農 業 基 盤 の 整 備 ・ 管 理 に 関 す る こ と  

 
担 い 手  

 

… 新 規 就 農 者 や 担 い 手 の 育 成 に 関 す る こ と  

 農 業 収 入  

 

… 農 業 者 の 収 入 増 に つ な が る 取 組 に 関 す る こ と  

 

有 機 ・ 減 農 薬  

 

地 産 地 消  

 

… 地 産 地 消 に 関 す る こ と  

 … 有 機 農 業 （用 P .49）、 減 農 薬 ・ 減 化 学 肥 料 栽 培 （用 P .49）  

に 関 す る こ と  

 
地 域  

 

 

… 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 活 性 化 に 関 す る こ と  

高 齢 化  

 

 

… 農 業 者 の 高 齢 化 対 策 に 関 す る こ と  

啓 発  

 

 

… 都 市 農 業 に 対 す る 啓 発 ・ 理 解 促 進 に 関 す る こ と  

防 災  … 都 市 農 業 ・ 農 地 が 持 つ 防 災 ・ 減 災 機 能 に 関 す る こ と  

生 物 多 様 性  … 生 物 多 様 性の保全に 関 す る こ と  
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(1) 農業用用排水施設の更新整備

(2) 多様な担い手の確保・育成

(3) 米のブランド化推進

① 米のブランド化の研究

② ブランド米の地産地消や販路の開拓

③ ブランド米による基金創設の検討

(4) 畑作振興への支援

① 小規模市場への支援

② 収穫体験への支援

③ 畑作特産物開発、契約栽培等への誘導・支援

(5) 農地・農業作業のマッチングの取組への支援

(6) 有機栽培技術の振興（いきいき農業塾）

(7) 農福連携による都市農業の振興

(8) ６次産業化の取組への支援

(9) 地域資源の適切な保全管理

(1) レジャー農園の推進

(2) 学校給食における地産地消による食育の推進

(3) 都市農業の啓発事業に対する支援及び多様な機能の発信

(4) 水田魚道の啓発・普及

(1) 水田貯留効果の保全

(2) 防災協力農地の確保
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２ 身近に土とふれあえる機会の充実

３ 農地防災機能の効果的な発現

１ 農業生産の強化のための支援

【施  策  体  系】  
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(1) 農 業 用 用 排 水 施 設 の 更 新 整 備  

大 都 市 近 郊 と い う 立 地 条 件 を 十 分 に 活 か し な が ら 都 市 農 業

の 振 興 を 継 続 的 に 行 う た め に は 、農 地 の 保 全 は も と よ り 、農 業

生 産 の 条 件 整 備 が 肝 要 で す 。現 在 、農 業 用 用 排 水 施 設 は 経 年 劣

化 が 進 み 、 用 排 水 管 理 に 多 大 な 支 障 を き た し て い ま す 。  

農 業 生 産 を 継 続 的 に 行 う た め 、幹 線 水 路 に つ い て は 、県 の 補

助 事 業 で あ る 緊 急 農 地 防 災 事 業 （用 P.49）や 小 規 模 か ん が い 排 水

事 業 （用 P.50）を 活 用 し て 計 画 的 な 改 修 を 推 進 し ま す 。  

ま た 、支 線 水 路 及 び 末 端 水 路 に つ い て は 、土 地 改 良 施 設 維 持

管 理 適 正 化 事 業 （用 P.50）、単 独 土 地 改 良 事 業 （用 P.50）に よ り 、 必

要 な 個 所 を 適 時 ・ 適 切 に 補 修 し て い き ま す 。  

加 え て 、本 市 の 市 街 化 調 整 区 域 に は 10ha 以 上 の 一 団 の 優 良

な 農 地 が 存 在 し て い る こ と か ら 、本 計 画 に お い て 農 地 保 全 対 象

エ リ ア を 設 定 し 、 JA 西 春 日 井 及 び 農 業 委 員 会 等 と 連 携 し な が

ら 農 業 法 人 等 へ の 利 用 集 積 を 着 実 に 推 進 す る こ と な ど に よ り 、

そ の エ リ ア 内 に お け る 農 地 の 適 正 な 保 全 に 努 め る と と も に 、都

市 農 業 振 興 の 礎 と な る 農 業 用 用 排 水 施 設 を 速 や か に 、か つ 、抜

本 的 に 整 備 で き る よ う 国 や 県 と 調 整 を 図 り ま す 。  

（ 別 紙 ２  「 農 業 用 用 排 水 路  要 改 修 水 路 位 置 図 」（資 P.54）参 照 ）  

 

 

 

 

【着手前 】                        【完了 】  

              

幹線水路の改修状況（徳重地内）   

１  農業生産の強化のための支援  

農 業 基 盤  
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 (2) 多 様 な 担 い 手 の 確 保 ・ 育 成  

意 欲 あ る 多 様 な 担 い 手 を 確 保・育 成 す る た め 、愛 知 県 尾 張 農

起 業 支 援 セ ン タ ー （用 P .50）、JA 西 春 日 井 等 と 連 携 し な が ら 多 様

な 担 い 手 の 支 援 に 取 り 組 み ま す 。  

ま た 、 市 街 化 調 整 区 域 内 の 水 田 に つ い て は 、 JA 西 春 日 井 等

と 連 携 し な が ら 農 地 保 全 の た め 農 業 法 人 等 へ 利 用 集 積 を 図 り 、

畑 に つ い て は 、い き い き 農 業 塾 （用 P.50）、愛 知 県 尾 張 農 林 水 産 事

務 所 ・ JA 西 春 日 井 等 と と も に 取 り 組 む 畑 作 特 産 物 開 発 ・ 販 路

の 拡 大 な ど の 取 組 を 充 実 さ せ る こ と に 加 え 、 JA 西 春 日 井 が 実

施 し て い る 農 業 教 室（ ア グ リ ス ク ー ル ）（用 P .51）と の 連 携 を 図 り

な が ら 、 多 様 な 担 い 手 の 確 保 ・ 育 成 を 図 り ま す 。  

特 に 、女 性 は 、消 費 者 目 線・生 活 者 目 線 を う ま く 農 業 経 営 に

活 か せ ら れ る こ と が 期 待 さ れ 、農 業 と 地 域 の 活 性 化 や 6 次 産 業

化 等 の 担 い 手 と し て も 大 き く 期 待 さ れ る 存 在 で あ る こ と か ら 、

JA 西 春 日 井 等 と 連 携 し な が ら 都 市 農 業 の 振 興 に 向 け 、 意 欲 あ

る 女 性 の 活 躍 を 支 援 し ま す 。  

 

 

(3) 米 の ブ ラ ン ド 化 の 推 進  

①  米のブランド化の研究  

愛 知 県 尾 張 農 林 水 産 事 務 所 農 業 改 良 普 及 課 、 JA 西 春 日 井 等

と 連 携 し な が ら 水 田 に メ ダ カ 等 の 多 様 な 生 き 物 が 棲 息 す る と

い う 本 地 域 の 特 色 を 活 か し 、減 農 薬 ・ 減 化 学 肥 料 の 特 別 栽 培 米

（用 P.51）を ブ ラ ン ド 化 す る 研 究 に 取 り 組 む こ と に よ り 、 意 欲 あ

る 農 業 者 や 農 業 法 人 等 を 支 援 し ま す 。  

 

 

担 い 手  

 

担 い 手  

 

農 業 収 入  

 

有 機 ・ 減 農 薬  

 

生 物 多 様 性  
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②  ブランド米の地産地消や販路の開拓  

ブ ラ ン ド 米 の 地 産 地 消 や 販 路 の 開 拓 に つ い て JA 西 春 日 井 等

と 連 携 し な が ら 支 援 し ま す 。  

特 に 、市 民 に 対 し て 、都 市 農 業 が 有 す る 多 様 な 機 能 や 、そ れ

ら の 効 果 を 知 ら ず 知 ら ず の う ち に 享 受 し て い る こ と を 様 々 な

形 で 啓 発 し 理 解 し て い た だ く こ と に よ り 、北 名 古 屋 市 産 ブ ラ ン

ド 米 の 積 極 的 な 買 い 支 え を 要 請 し ま す 。  

 

 

 

③  ブランド米による基金創設の検討  

ブ ラ ン ド 米 の 商 標 登 録 を JA 西 春 日 井 等 と 連 携 し な が ら 本 市

で 行 い 、商 標 を 利 用 す る 農 業 者 や 農 業 法 人 等 か ら 商 標 利 用 料 を

徴 収 し て 基 金 を 創 設 し 、農 業 用 用 排 水 路 の 補 修 等 に 要 す る 経 費

に 充 当 す る 取 組 を 検 討 し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【登録商標のイメージ】   

地 産 地 消  

 

農 業 収 入  

 

農 業 基 盤  

啓 発  
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(4) 畑 作 振 興 へ の 支 援  

①  小規模市場
い ち ば

への支援  

地 域 の 農 業 者 が 余 剰 と な っ た 旬 の 野 菜 を 集 会 施 設 等 を 拠 点

(集 落 単 位 )と し た 小 規 模 な 市 場
い ち ば

で 販 売 す る 取 組 を JA 西 春 日 井

等 と 連 携 し な が ら 支 援 し ま す 。  

自 家 用 に 栽 培 し て い る 安 全・安 心 、か つ 、新 鮮 な 野 菜 を 過 剰

な 包 装 を 省 略 し て 安 価 に 販 売 す る こ と に よ り 、農 業 者 と 消 費 者 、

お 互 い の 利 益 が 一 致 す る 関 係 が 構 築 さ れ る と と も に 、農 業 者 と

地 域 住 民 と の 交 流 も 期 待 さ れ ま す 。  

ま た 、高 齢 農 業 者 も 近 隣 で の 販 売 ル ー ト が 確 保 で き 、小 規 模

な が ら も 収 入 を 得 る こ と が 可 能 と な り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

  

農 業 収 入  

 

地 域  

 

 

地 産 地 消  

 

高 齢 化  
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②  収穫体験への支援  

畑 の 収 穫 体 験 の 取 組 を JA 西 春 日 井 等 と 連 携 し な が ら 支 援 し

ま す 。  

こ の 取 組 を 通 じ て 、農 業 者 は 収 穫 、選 別 、包 装 、出 荷 等 の 労

力 が 軽 減 さ れ る と と も に 、体 験 費 用 を 利 益 が 確 保 で き る 価 格 に

設 定 す る こ と に よ り 応 分 の 利 益 が 期 待 で き ま す 。ま た 、参 加 者

は 、自 然 と 触 れ 合 う こ と に よ り 農 業 に 対 す る 理 解 が 深 ま る と と

も に 、新 鮮 な 野 菜 を 手 に 入 れ る こ と が で き ま す 。併 せ て 、農 業

者 と 参 加 者 と の 交 流 が 進 む こ と も 期 待 さ れ ま す 。  

 

 

 

③  畑作特産物開発、契約栽培等への誘導・支援  

農 業 者 等 の 収 益 向 上 や 消 費 者 の 購 入 意 欲 向 上 に 結 び 付 く 畑

作 特 産 物 の 開 発 に 関 す る 取 組 を 、愛 知 県 尾 張 農 林 水 産 事 務 所 農

業 改 良 普 及 課 及 び Ｊ Ａ 西 春 日 井 等 と 連 携 し な が ら 誘 導・支 援 し

ま す 。  

ま た 、名 古 屋 市 と い う 大 消 費 地 に 隣 接 し て い る 地 域 特 性 を 活

か し 、安 定 的 な 収 入 確 保 に 寄 与 さ れ る よ う 飲 食 店 や 販 売 店 に 積

極 的 に 働 き か け 、契 約 栽 培 等 を 提 案 す る 農 業 者 等 が 行 う 取 組 を

JA 西 春 日 井 等 と 連 携 し な が ら 誘 導 ・ 支 援 し ま す 。  

 

  

農 業 収 入  

 

地 産 地 消  

 

担 い 手  

 

農 業 収 入  

 

地 域  

 

 

地 産 地 消  

 

高 齢 化  
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(5) 農 地 ・ 農 作 業 の マ ッ チ ン グ の 取 組 へ の 支 援  

高 齢 等 で 農 業 の 継 続 が 困 難 な 農 業 者 と 経 営 規 模 拡 大 を 希 望 す

る 農 業 者 等 を 対 象 と し て 農 地 の マ ッ チ ン グ （用 P.51）の 取 組 を Ｊ Ａ

西 春 日 井 等 と 連 携 し な が ら 支 援 す る 枠 組 み を 検 討 し ま す 。  

ま た 、農 作 業 は 行 う も の の 、農 作 業 補 助 を 希 望 す る 高 齢 農 業 者

等 と 農 作 業 を 行 い た い と い う 市 民 等 を 対 象 と し 、 高 齢 農 業 者 等

が 農 業 を 継 続 的 に 実 施 で き る よ う 農 作 業 の マ ッ チ ン グ の 取 組 を

Ｊ Ａ 西 春 日 井 等 と 連 携 し な が ら 支 援 す る 枠 組 み を 検 討 し ま す 。

こ の 取 組 は 、 高 齢 者 が 農 業 の 先 生 と な る こ と に よ り 活 躍 の 場 所

が 確 保 さ れ 、生 き が い を 見 出 す こ と に つ な が る と と も に 、農 作 業

補 助 者 と な る 市 民 等 と の 交 流 が 促 進 さ れ る こ と も 期 待 さ れ ま す 。 

こ れ ら の 取 組 を 通 し て 、遊 休 農 地 の 活 用 促 進 、農 業 者 の 高 齢 者

対 策 を 図 る と と も に 、多 様 な 担 い 手 や 新 規 就 農 者 を 確 保 し 、営 農

に 対 す る 支 援 と 育 成 に 取 り 組 み ま す 。  

 

 

 

 

 

 

  

担 い 手  

 

高 齢 化  

 

 

農 業 収 入  

 

地 域  
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(6) 有 機 栽 培 技 術 の 振 興 （ い き い き 農 業 塾 ）  

市 民 が 、有 機 栽 培 で 安 全・安 心 な 農 作 物 を 栽 培 す る こ と に よ り

自 然 と 触 れ 合 う 機 会 を 提 供 し 、 農 業 に 対 す る 理 解 を 一 層 促 進 す

る と と も に 、 体 を 動 か す 畑 作 業 を 通 し て 健 康 づ く り に も つ な げ

ら れ る 重 要 な 取 組 で あ る こ と か ら 、 い き い き 農 業 塾 を 引 き 続 き

推 進 し ま す 。  

卒 業 し た 塾 生 に 対 し 、農 地・農 作 業 の マ ッ チ ン グ を 行 う こ と に

よ り 、 引 き 続 き 農 業 を 実 践 で き る よ う 支 援 し ま す 。  

 

 

 

啓 発  

 

 

有 機 ・ 減 農 薬  

 

地 産 地 消  

 

担 い 手  
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(7) 農 福 連 携 に よ る 都 市 農 業 の 振 興  

障 害 者 や 高 齢 者 に は 農 業 を 通 し て 新 た な 就 労 機 会 を 生 み 出 し 、

農 業 者 に は 福 祉 の 力 を 通 し て 高 齢 化 、後 継 者 不 足 、耕 作 放 棄 地 等

の 課 題 を 解 決 で き る よ う 、 福 祉 団 体 等 と 農 業 者 と が 連 携 し て 行

う 農 福 連 携 事 業 を 支 援 し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) ６ 次 産 業 化 の 取 組 へ の 支 援  

地 元 産 農 産 物 の 付 加 価 値 の 向 上 を 目 指 し 、 加 工 品 の 開 発 ・ 製

造・販 売 を 行 お う と す る 農 業 者 等 に 対 し て 、新 商 品 の 開 発 や 加 工

設 備 、 直 売 所 の 設 置 等 に 係 る 融 資 や 交 付 金 等 の 支 援 が 受 け ら れ

る よ う 、「 六 次 産 業 化 ・ 地 産 地 消 法 （用 P.51）」に 基 づ く 総 合 化 事 業

計 画 （用 P.51）の 策 定 等 を 支 援 し ま す 。  

６ 次 産 業 化 は 、 雇 用 確 保 や 農 業 者 等 の 所 得 の 向 上 に よ る 地 域

の 活 性 化 に 結 び つ く こ と か ら 、「 愛 知 県 ６ 次 産 業 化 推 進 戦 略 （用

P.52）」に 則 り つ つ 、愛 知 県 尾 張 農 林 水 産 事 務 所 農 政 課 及 び JA 西

春 日 井 等 と 連 携 し な が ら 、 農 業 者 等 が 行 う 取 組 を 支 援 し ま す 。  

 

 

  

啓 発  

 

 

農福連携とは？ 

農業者と社会福祉法人や NPO 法人などの福祉団体が連

携して、障害者や高齢者らの農業分野での就労を支援する

取組みです。  

高齢化や担い手不足に悩む農業者は、農業の維持や地

域活性化につながり、障害者・高齢者には雇用や生きがいの

創出、介護予防につながるといった効果が期待されます。  

高 齢 化  

 

 

担 い 手  

 

農 業 収 入  

 

地 産 地 消  
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(9) 地 域 資 源 の 適 切 な 保 全 管 理  

農 業 者 や 地 域 住 民 等 が 行 う 地 域 共 同 に よ る 農 地 ・ 水 路 等 の 草

刈 り 、 泥 上 げ な ど 地 域 資 源 の 保 全 活 動 を 支 援 し ま す 。  

こ れ ら の 取 組 を 通 じ て 、 地 域 資 源 の 適 切 な 保 全 管 理 を 推 進 す

る こ と に よ り 、都 市 農 業 が 有 す る 多 様 な 機 能 が 適 切 に 維 持・発 揮

さ れ る よ う に す る と と も に 、 多 様 な 担 い 手 へ の 農 地 利 用 集 積 や

地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 活 性 化 に 寄 与 さ れ る こ と も 期 待 さ れ ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 域  

 

 

啓 発  

 

 

農 業 基 盤  
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 (1) レ ジ ャ ー 農 園 の 推 進  

レ ジ ャ ー 農 園 は 、 非 農 業 者 で あ る 市 民 が 自 ら 農 作 業 を 行 う こ

と で 、農 業 や 農 地 に 親 し ん で も ら う と と も に 、都 市 農 業 へ の 理 解

醸 成 、 周 り の 作 業 者 と 一 緒 に 体 を 動 か す 畑 作 業 を 通 し て 健 康 づ

く り に も つ な げ ら れ る 重 要 な 取 組 で あ る こ と か ら 、 レ ジ ャ ー 農

園 を 引 き 続 き 適 切 に 運 営 ・ 管 理 し 、 推 進 し ま す 。  

ま た 、 非 農 業 者 の レ ジ ャ ー 農 園 へ の 関 心 が 年 々 高 ま っ て き て

い る こ と か ら 、 農 業 体 験 を 核 と し た エ リ ア を 設 定 し て 都 市 農 業

の 拠 点 づ く り の 検 討 を 行 い ま す 。  

 

 

 

 

 

啓 発  

 

 

地 産 地 消  

 

担 い 手  

 

２  身近に土とふれあえる機会の充実  
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(2) 学 校 給 食 に お け る 地 産 地 消 に よ る 食 育 の 推 進  

学 校 給 食 に お い て 、愛 知 県 が 取 り 組 む「 愛 知 を 食 べ る 学 校 給 食

の 日 」 に 合 わ せ 、 年 に 3 回 、 北 名 古 屋 市 産 農 産 物 を で き る だ け

活 用 す る 地 産 地 消 の 取 組 を 実 施 し て い ま す 。ま た 、毎 月 １ ９ 日 の

「 食 育 （用 P52）の 日 」 に は 、 愛 知 県 産 の 農 産 物 を 使 用 し た 和 食 献

立 を 実 施 し て い ま す 。  

今 後 と も 、 学 校 給 食 に 北 名 古 屋 市 産 農 産 物 を 積 極 的 に 取 り 入

れ 、新 鮮 で 旬 な 食 材 を 使 用 し た 給 食 を 通 じ て 、子 ど も た ち が 食 や

地 域 環 境 へ の 関 心 や 愛 着 を 深 め 、 生 産 者 へ の 感 謝 の 気 持 ち と 豊

か な 人 間 形 成 が 図 ら れ る よ う 、 学 校 給 食 に お け る 地 産 地 消 に よ

る 食 育 を 推 進 し ま す 。  

 

 

 

啓 発  

 

 

地 産 地 消  
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(3) 都 市 農 業 の 啓 発 事 業 に 対 す る 支 援 及 び 多 様 な 機 能 の 発 信   

市 民 に 対 す る 都 市 農 業 へ の 理 解 促 進 ・ 啓 発 の た め 、 平 成

28(2016)年 度 に 市 制 施 行 10 周 年 記 念 事 業 と し て『 田 ん ぼ ア ー

ト 事 業 』 を 一 般 社 団 法 人 北 名 古 屋 青 年 会 議 所 を 中 心 と し た 北 名

古 屋 田 ん ぼ ア ー ト 実 行 委 員 会 （用 P.52）が 主 催 し 、 多 く の 市 民 の 参

加 を 得 な が ら 毎 年 実 施 さ れ て い ま す 。ま た 、同 実 行 委 員 会 は 、平

成 29(2017)年 度 か ら 、 多 く の 市 民 が 農 業 文 化 に 触 れ 、 農 に 親

し む こ と に よ り 、 農 の あ る ま ち づ く り に 参 加 し て も ら う こ と を

目 的 に 、案 山 子
か か し

コ ン テ ス ト を 実 施 し て い ま す 。こ れ ら の 事 業 理 念

を 継 承 す る た め 、 今 後 も 同 実 行 委 員 会 が 行 う 田 ん ぼ ア ー ト 事 業

等 の 取 組 を 支 援 し ま す 。  

加 え て 、都 市 農 業 の 有 す る 多 様 な 機 能 の 恩 恵 等 に つ い て 、広 報

や SNS な ど を 通 し て 市 民 に 積 極 的 に 発 信 し ま す 。  

  

 

 

    

啓 発  
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(4) 水 田 魚 道 の 啓 発 ・ 普 及   

生 き 物 に も や さ し い 水 田 で 採 れ た 米 を ブ ラ ン ド 化 す る た め 水

田 魚 道 の 啓 発・普 及 を 推 進 し ま す 。各 地 域 で 水 田 魚 道 を 設 置 し た

際 に は 、「 生 き 物 観 察 会 」 の 開 催 を 通 し て 、 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の

活 性 化 に 寄 与 さ れ る よ う 、 そ の 取 組 を 支 援 し ま す 。  

こ の 取 組 に お い て は 、地 域 の 高 齢 者 に 生 き 物 観 察 会 へ の 積 極 的

な 参 加 を 促 し 、 子 ど も の 頃 に 行 っ た 魚 捕 り や 川 遊 び な ど を 思 い

出 し て い た だ く こ と で 一 種 の 回 想 法 に 繋 げ な が ら 、 地 域 の 子 ど

も た ち や 住 民 に 、 そ れ ら を 伝 承 し て い た だ く こ と で 高 齢 者 の 活

躍 の 場 所 が 確 保 さ れ る と と も に 、 老 若 男 女 の 交 流 が 促 進 さ れ る

こ と が 期 待 さ れ ま す 。  

ま た 、 こ れ ら の 取 組 を 、 市 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ や SNS に よ り 、

広 く 発 信 し ま す 。  

 

 

 

 

【北名古屋市公式ホームページ】  トピックス   

 地域の絆を強くする「水田魚道」  

http ://www.city .k itanagoya. lg . jp/syoukounousei/su iden/  

【Facebook】「きたなごや  田んぼの生き物係」  

 https://www.facebook.com/kita . ik imono/  

【QR コード】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ コ ル ゲ ー ト 管：波 形 管 と も 言 い 、管 壁 が 蛇 腹 式 の ひ だ に な っ て い る 管 。 

地 域  

 

 

啓 発  

 

 

水田魚道とは？  

水田魚道は、田んぼと水路をつなぐことによって魚が田んぼに上

がれるようにする水路で、材料をφ250ｍｍのポリエチレン製半円形

コルゲート管 (※ )に流量を調整するため、耐水性ベニヤ板を取り付

けたもので、安くて施工性がよく、流す水も少量であるのに、遡上性

はよく、非常に効果があります。  

詳細は別紙３「地域の絆を強くする水田魚道」（資 P.55）を参照  

高 齢 化  

 

 

生 物 多 様 性  



- 38 - 

 

 

 

 

 

 

 

【水田魚道（正面から見た図 ）】  

 

 

 

 

 

 

【水田魚道（側面から見た図 ）】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回想法とは？ 

昔懐かしい生活用具などを用いて、かつて自分が経験したことを

楽しみながら皆で語り合うことによって、  脳を活性化させ、気持ち

(心 )を元気にする心理・社会的アプローチが回想法です。  

  回想法は、対人交流や情緒の活性化、高齢者の QOL(生活の

質 )向上などに効果があるといわれています。  
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(1) 水 田 貯 留 効 果 の 保 全  

周 囲 を 河 川 に 囲 ま れ る 本 市 に お い て は 、 水 田 の 持 つ 雨 水 の 貯

留・浸 透 機 能 に よ り 洪 水 調 整 が な さ れ て い る こ と が 、尊 い 市 民 の

生 命 ・ 財 産 が 守 ら れ て い る 大 き な 要 因 の 一 つ と な っ て い ま す 。  

こ の 水 田 を 農 業 者 が 適 正 に 維 持・管 理 し て い る こ と に よ り 、市

民 は 計 り 知 れ な い 恩 恵 を 享 受 し て い ま す 。  

こ う し た 状 況 を 踏 ま え 、水 田 を 適 正 に 保 全 す る と と も に 、雨 水

を 一 時 的 に 貯 留 し 、浸 水 を 防 止・軽 減 す る 水 田 貯 留 効 果 を 適 正 に

保 全 す る た め の 仕 組 を 検 討 し 、 水 害 に 強 い 北 名 古 屋 市 を 目 指 し

ま す 。  

 

 

 

 

  

防 災  

３  農地防災機能の効果的な発現  
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(2) 防 災 協 力 農 地 の 確 保   

大 規 模 な 地 震 や 火 災 等 の 災 害 時 に お け る 住 民 の 安 全 確 保 と 円

滑 な 復 旧 活 動 を 行 え る 用 地 を 確 保 す る こ と を 目 的 に 、 農 業 者 が

保 有 す る 農 地 を 市 民 の 一 時 避 難 場 所 、仮 設 住 宅 建 設 用 地 、災 害 復

旧 用 の 資 材 置 き 場 等 と し て 活 用 す る た め 、 農 地 所 有 者 と 本 市 が

事 前 に 協 定 を 結 び 、 防 災 協 力 農 地 と し て 登 録 す る 制 度 に つ い て

検 討 し ま す 。  

 

 

 

 

 

  

防 災  
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第５章  計画の推進体制                        

 

都 市 農 業 が 有 す る 多 様 な 機 能 を 十 分 発 揮 さ せ る た め 、 都 市 農 業 の

振 興 を 図 り 、 あ る べ き 都 市 農 地 を 適 正 に 保 全 す る に は 、 本 来 、 農 業

者 自 身 が 主 体 と な る 必 要 が あ り ま す 。 し か し 、 農 業 者 の み の 力 で 、

都 市 農 業 の 振 興 を 図 る こ と は 極 め て 困 難 で す 。 併 せ て 、 本 市 は 名 古

屋 市 に 隣 接 す る 立 地 条 件 か ら 住 宅 都 市 と し て 都 市 化 を 進 め て き た こ

と か ら 、 都 市 農 業 の 振 興 に つ い て 、 こ れ ま で そ れ ほ ど 重 要 視 し て こ

な か っ た こ と や 基 本 法 の 制 定 に よ り 、 都 市 農 地 の 位 置 付 け が 「 宅 地

化 す べ き も の 」 か ら 「 都 市 に あ る べ き も の 」 へ と 大 き く 方 針 転 換 さ

れ た こ と を 踏 ま え 、 本 計 画 の 策 定 を 契 機 に 行 政 や 農 業 関 係 団 体 か ら

農 業 者 に 対 し 、 都 市 農 業 の 振 興 に 関 す る 様 々 な 提 案 を 行 っ て い く 必

要 が あ り ま す 。  

他 方 で は 、 市 民 に お い て も 、 都 市 農 業 が 有 す る 計 り 知 れ な い 多 様

な 機 能 の 恩 恵 を 毎 日 の 暮 ら し の 中 で 知 ら ず 知 ら ず の う ち に 享 受 し て

い る こ と を し っ か り と 理 解 し 、 実 感 し て い た だ く こ と が 肝 要 で す 。

農 業 者 や 農 業 関 係 団 体 、 行 政 だ け で は な く 、 市 民 も 含 め 、 皆 で 都 市

農 業 振 興 の 必 要 性 に つ い て 十 分 理 解 し た う え で 、 各 々 の 立 場 で 、 で

き 得 る こ と を 実 行 に 移 し て い く こ と が 必 要 で す 。  

本 市 と し ま し て は 、 本 計 画 の 推 進 に あ た っ て 、 農 業 者 、 農 業 関 係

団 体 及 び 市 民 と 緊 密 に 連 携 を 図 り な が ら 、 本 計 画 の 啓 発 を 行 う と と

も に 、 施 策 の 進 行 管 理 を 行 う こ と に よ り 着 実 な 実 施 に 努 め ま す 。  

【 図 -9 参 照 】  
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【 図 -9 各 者 が 果 た す べ き 役 割 】  

 

  

【 農 業 者 の 役 割 】  

○ 安 全 ・ 安 心 な 農 産 物 の 供 給  

○ 農 地 の 適 切 な 保 全 管 理  

○ 農 業 へ の 理 解 促 進 の 啓 発 と  

市 民 と の 交 流  

【 市 民 の 役 割 】  

○ 都 市 農 業 が 有 す る 多 様 な 機 能

の 理 解 と 情 報 発 信  

○ 農 地 の 重 要 性 の 理 解  

○ 地 元 農 産 物 の 消 費 促 進 、 買 い

支 え  

○ 農 業 に 親 し む 機 会 を 持 つ  

【 農 業 関 係 団 体 の 役 割 】  

○ 担 い 手 ・ 新 規 就 農 者 へ の 支 援  

○ 農 地 保 全 ・ 有 効 活 用 の 支 援  

○ 販 路 の 確 保 ・ 販 売 促 進 へ の  

 取 組 み の 推 進  

【 行 政 の 役 割 】  

○ 本 計 画 に 基 づ く 施 策 の 展 開  

○ 農 業 者 と 市 民 の 交 流 促 進  

○ 都 市 農 業 が 有 す る 多 様 な 機 能  

 の 啓 発 と 情 報 発 信  

北名古屋市の  

都市農業の振興  
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資  料  編  

 

 

 用語集  

 
 巻末資料  

 
別 紙 1 水 田 が 持 つ 雨 水 の 貯 留 ・ 浸 透 機 能 の 貨 幣 評 価 の 試 算  
別 紙 2 農 業 用 用 排 水 路  要 改 修 水 路 位 置 図  
別 紙 3 地 域 の 絆 を 強 く す る 「 水 田 魚 道 」  

 

 北名古屋市都市農業振興基本計画策定委員会条例  

 

 北名古屋市都市農業振興基本計画策定委員会  構成員  

 

 北名古屋市都市農業振興基本計画策定までの経過表  
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都市農業（P.1）

市街地及びその周辺の地域において行われる農業のことで、本計画では

市街化区域内及び市街化調整区域内全ての農地で行われる農業を対象とし

ています。

地域コミュニティ（P.2）

一定の地域を基盤とした住民組織、人と人とのつながりで、そこに暮ら

す地域住民が構成員となって、地域づくり活動や地域課題の解決等、その

地域に関わる様々な活動を自主的・主体的に展開している地縁型団体・組

織（集団）のことをいいます。

農業振興地域（P.4）

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、自然的・経済的・社会的条

件を考慮して、相当期間（概ね10年）にわたり一体として農業の振興を図

ることが相当と認められる地域のことをいいます。

都道府県知事は、農林水産大臣と協議し、農業振興地域整備基本方針を

定め、これに基づき、都道府県知事は農業振興地域を指定します。指定を

受けた市町村は、知事と協議し、農業振興地域内の農用地等として利用す

る農用地区域などを定めた農業振興地域整備計画を策定します。この計画

を達成するため、農業振興地域内の土地に対しては、税制上の優遇措置や

農業施策の集中的実施などが可能となります。

市街化区域、市街化調整区域（P.5）

都市計画法に基づき、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、

計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との

区分（以下「区域区分」という。）を定めることができます。市街化区域

は、すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的、かつ、

計画的に市街化を図るべき区域で、市街化調整区域は、市街化を抑制すべ

き区域とされています。区域区分は都道府県の判断で行われ、市街化

区域と市街化調整区域の区分を「線引き」と呼んでいます。

用  語  集  
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スプロール化（P.5）

都市が無秩序・無計画に拡大してゆく現象のことです。計画的な街路が

形成されず、虫食い的に宅地開発が進んで行くと公共交通機関や道路など

のインフラの整備が困難となり、それぞれの街ブロックの関連性・相互性

が無く悪質な住環境になり、防災面でも貧弱な街となってしまいます。

販売農家（P.6）

経営耕地面積が30a以上又は農林業センサスの調査期日前1年間におけ

る農産物販売金額が50万円以上の農家をいいます。

基幹的農業従事者（P.6）

農業に主として従事した世帯員（農業就業人口）のうち、農林業センサ

スの調査期日前1年間のふだんの主な状態が「仕事に従事していた者」のこ

とをいいます。

認定農業者（P.6）

農業経営基盤強化促進法（昭和55(1980)年法律第65号）の規定に基づ

き、都道府県の作成した基本方針、市町村の農業経営基盤強化のための基

本構想に基づく「農業経営改善計画」を市町村に提出し、認定を受けた農

業者（法人を含む）をいいます。

主業農家（P.6）

農業所得が主（農業所得が農外所得以上）で1年間に60日以上自営農業

に従事している65歳未満の世帯員がいる農家をいいます。

担い手（P.6）

効率的かつ安定的な農業経営及びそれを目指して経営改善に取り組む農

業経営者のこと。認定農業者や集落営農（集落内の農家が農業生産等を共

同で行う営農）などを指します。
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農林業センサス（P.6）

日本の農林業の生産構造や就業構造、農山村地域における土地資源など

農林業・農山村の基本構造の実態とその変化を明らかにし、 農林業施策の

企画・立案・推進のための基礎資料となる統計を作成し、提供することを

目的に、5年ごとに行う調査です。

耕地面積（P.8）

農作物の栽培を目的とする土地（けい畔を含む）の面積のことです。

農業産出額（P.9）

その年の１月から12月の１か年の間に生産された農産物や加工農産物に

ついて、生産量に農家庭先価格（卸売価格から集出荷経費および卸売手数

料を控除した金額）を乗じ算出したもので、市町村を推計単位としたも

のです。

レジャー農園（P.9）

市内在住の農業者以外の者が野菜、花等を栽培して自然にふれ合うこと

によって、農業に対する理解を深めるとともに、地域の活性化及び遊休農

地の利用増進を図ることを目的とし、市が貸し付ける農園です。

幹線水路（P.10）

幹線水路は、堰等で取水した水を田畑へ運ぶ大動脈です。

十五ケ用水の幹線水路は、熊之庄牛流地先の合瀬川に設けられた十五ケ

堰から取水した水を１号幹線水路により主に旧西春方面に導いています。

また、熊之庄堤下交差点の東の地点において、１号幹線水路から２号幹線

水路に分水され、旧師勝方面に導いています。このように、幹線水路は、

導水系の水路です。

支線水路（P.10）

支線水路は、幹線水路から分かれた水路で、集団的な田畑に水を送る重

要な役割（送水系水路）を担っています。
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末端水路（P.10）

末端水路は、支線水路から分かれた水路で、個々の田畑に水を配る重要

な役割（配水系水路）を担っています。

農業用用排水施設（P.10）

食料生産の基盤である農業用水の安定的供給や洪水による農業被害を防

ぐための用水路、排水路、用排水機場等のことです。

特定都市河川浸水被害対策法（P.13）

都市部を流れて浸水被害を起こす特定の河川と流域を国土交通大臣、ま

たは、都道府県知事が指定し、排水設備の設置、雨水の貯留・浸透設備の

整備などにより、浸水被害を防ぐことを目的とした法律です。

生産緑地（P.14）

市街化区域内にある農地や山林で、都市計画によって指定されるもの。

生産緑地は農地等として管理されなければならず（営農の継続義務）、

建築物等の新改築、宅地造成などについて市町村長の許可が必要となりま

すが、原則として、農林漁業を営むために必要な建築や造成等でなければ

許可されません（直売所、農家レストラン等の設置は可能）。

生産緑地は、市街化区域内の土地であっても一定の条件を満たせば農地

とみなして課税されるなど税制上の優遇措置が適用されます。

また、生産緑地における農林漁業の主たる従事者が死亡等の理由で従事

することができなくなった場合、または、生産緑地として定められてから

30年が経過した場合には（30年経過後は10年ごとに延長可能）、市町村

長に買い取りを申し出ることができます。そして、申し出てから3ヵ月以内

に所有権の移転がない場合には、行為制限が解除されます。
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ヒートアイランド現象（P.17）

都市域において、人工物の増加、地表面のコンクリートやアスファルト

による被覆の増加、それに伴う自然的な土地の被覆の減少、さらに冷暖房

などの人工排熱の増加により、地表面の熱収支バランスが変化し、都心域

の気温が郊外に比べて高くなる現象をいいます。都市及びその周辺の地上

気温分布において、等温線が都心部を中心として島状に市街地を取り巻い

ている状態により把握することができるため、ヒートアイランド（熱の

島）といいます。

生物多様性（P.17）

様々な生態系が存在すること、並びに、生物の種間及び種内に様々な差

異が存在することをいいます。人類は、生物の多様性のもたらす恵沢を享

受することにより生存しており、生物の多様性は人類の存続の基盤となっ

ています。また、生物の多様性は、地域における固有の財産として地域独

自の文化の多様性をも支えています。

流域貯留浸透事業（P.19）

近年、局地的豪雨の頻発により浸水被害が多発していることを踏まえ、

治水の安全度を確保するため、河川外において公共公益施設（学校、公

園、住宅、団地等）又はその敷地を貯留浸透機能を持つ構造に改良する事

業です。

代替法（P.19）

事業効果を算定する方法の一つで、当該事業を実施した場合と同等の価

値・効果を提供すると考えられる既往の事業・サービス等を特定し、その

現況価格を基準に事業効果を算定する手法です。

地産地消（P.21）

地域で生産されたものを単に地域で消費するだけでなく、それらの活動

を通じて、農業者と消費者を結び付ける取組みのことです。これにより、

消費者が、生産者と『顔が見え、話ができる』関係となり、地域の農産

物・食品を購入する機会を提供するとともに、地域の農業と関連産業の活

性化が図られます。
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６次産業化（P.21）

農業を１次産業としてだけではなく、加工などの２次産業、さらにはサ

ービスや販売などの３次産業まで含め、１次から３次まで一体化した産業

として農業の可能性を広げようとする取組みです。

地域資源（P.21）

農地、水路、農道等のことです。これらを維持・保全する地域ぐるみの

活動を実施することにより、都市農業が有する多様な機能の維持が図られ

ることとなるため、地域における資源として位置付けています。

防災協力農地（P.21）

地震に備え、住民の一時避難所や復旧用の資材置き場として使える農地

を自治体が登録したり、地元農協と協定を結んだりする制度。

有機農業（P. 23）

化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと、並びに、遺伝子組

換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負

荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業のことで

す。

減農薬・減化学肥料栽培（P.23）

化学合成農薬の使用回数が、当該地域の同作期において当該農産物に慣

行的に行われている使用回数の5割以下である栽培方法。また、化学肥料の

使用量が、当該地域の同作期において当該農産物に慣行的に行われている

使用量の5割以下である栽培方法のことです。

緊急農地防災事業（P.25）

県税である法人事業税の超過課税を財源として、農地及び農業用施設等

の自然災害を未然に防止し、農業生産性の維持及び農業経営の安定を図

り、併せて、県土の保全に資することを目的に、公共事業では早期に対応

困難なものなどを対象に、県からの助成をうけて排水機場、排水路等の新

設、改修を行う事業です。
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小規模かんがい排水事業（P.25）

県が助成する単県土地改良事業のうち、実施中の国・県営事業に関連し

て併せ実施することがより効果は大きいものの、単位面積あたり事業費や

採択基準などの制限を受け国の補助を受けられなかったかんがい排水施設

の整備で、公共性が大きいと知事が認め、事業費が概ね100万円以上のも

のに対して県からの助成が受けられます。

土地改良施設維持管理適正化事業（P.25）

土地改良施設の維持管理において、「数年に一回行うような施設の整備

補修」に対して、国30％、県30％の助成をうけ、用排水路施設などの機

能の保持と耐用年数の確保を目的として実施する事業です。

単独土地改良事業（P.25）

小規模のため公共事業の採択要件に満たない末端地域の土地改良事業や

公共事業の補完的な事業に対し、一定基準以上の地区を対象に県からの助

成をうけて実施する事業です。

農起業支援センター（P.26）

農業後継者、新規就農希望者、企業やNPOを含め他業種から農業への参

入を希望する法人に対して、就農相談、生産技術指導等の支援を行うた

め、愛知県に８か所ある農林水産事務所農業改良普及課内に設置されてい

る組織です。

いきいき農業塾（P.26）

市内在住で、農業に興味のある方を対象として、有機農業による野菜作

りを体験し、農業の難しさや収穫の楽しさを学んでいただくものです。

毎週木曜日の畑における実習、毎月第2木曜日は講義(テーマは、野菜

作りの基本、環境や食に関する内容など)、11 月は収穫祭、12月は視察研

修を実施しています。
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農業教室（アグリスクール）（P.26）

平成29(2017)年4月にＪＡ西春日井は、管内の農地保全と有効利用及

び都市農業の振興を担う生産者育成を図るため、農地保有者である組合員

とその家族を対象にJA版農業教室（アグリスクール）を独自に開講してい

ます。定年を機に農業を始めたい人、野菜の栽培方法がわからず勉強した

い人などが受講しており、将来的には生産者として、JAの産直部会員にな

ることや都市農業を支える多様な担い手となることが期待されています。

特別栽培米（P.26）

農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に沿って栽培

された米のことで、具体的には、慣行的な栽培方法から、化学合成農薬の

使用回数を50％以上削減、化学的に合成された肥料の窒素成分量を50％

以上削減して作られた米のことをいいます。

マッチング（P.30）

本計画では、農地を買いたい（借りたい）人と売りたい（貸したい）人

を結ぶこと。また、農作業を行いたい人と一部作業を含む農作業の補助を

して欲しい人を結ぶことをいいます。

六次産業化・地産地消法（P.32）

正式名称は「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及

び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」といい、農林漁業者による

加工・販売への進出等の「６次産業化」に関する施策並びに地域の農林水

産物の利用の促進に関する施策（「地産地消等」）を総合的に推進するこ

とにより、農林漁業等の振興等を図るとともに、食料自給率の向上等に寄

与することを目指して、平成22(2010)年12月に公布されました。

総合化事業計画（P.32）

農林漁業者等が、農林水産物及び副産物の生産及びその加工又は販売を

一体的に行う事業活動に関する計画を策定し、農林水産大臣が認定する制

度です。

認定を受けると、新商品の開発や加工設備、直売所の設置等に取り組む

際に、融資や交付金等の支援を受けることができるなどの各種メリットが

あります。
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愛知県６次産業化推進戦略（P.32）

農山漁村の雇用確保や農林漁業者等の所得の向上による地域の活性化を

図るため、戦略における「６次産業化の取組方針」として、愛知県農林水

産部が平成２８(2016)年３月に策定した計画で、従来の個別取組ごとに実

施していた支援を基礎として、地域のネットワーク構築の支援などを含め

た新しい展開を目指しています。

食育（P.35）

平成１７(2005)年７月に施行された「食育基本法」の規定では、食育は

生きるうえでの基本であって、知育・徳育および体育の基礎となるべきも

の、様々な体験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得

し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることです。

北名古屋田んぼアート実行委員会（P.36）

北名古屋市制施行10周年記念事業を行うため結成された任意の組織で、

その後も引き続き、田んぼアート事業を毎年行っています。参加団体は、

北名古屋青年会議所、JA西春日井、市役所、NPO団体、名古屋芸術大学

、土地家屋調査士他で組織されています。
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別紙 １ 水田が持つ雨水の貯留・浸透機能の貨幣評価の試算

○ 雨水の貯留浸透機能を持つ水田の効果を流域貯留

浸透事業にて整備される貯留水槽の事業費で置き

換えて、右記のとおり評価しました。（代替法）

○ 右記の表は、愛知県尾張建設事務所管内における

ここ数年間の尾張流域貯留浸透事業の実績です。

○ 流域貯留浸透事業とは、近年、局地的豪雨の頻発

により浸水被害が多発していることを踏まえ、治水

の安全度を確保するため、河川外において公共公益

施設（学校、公園、住宅、団地等）又はその敷地を

貯留浸透機能を持つ構造に改良する事業です。

【検討内容】

○水田の効果 ： 反当・１年当たり２，５００千円

○市全体の効果額 ： １年当たり７２億７５百万円

【検討結果】

　　流域貯留浸透事業の貯留量当りの平均事業費の算出
（愛知県尾張建設事務所　調べ）

地区名
①

貯留量(m3)
②

全体事業費(千円）

②/①
全体事業費/貯留量

（千円／ｍ３）
貯留方式

細木公園 7,380 645,400 87.45 地下貯留式

双葉公園 1,125 90,000 80.00 地下貯留式

勝川駅南公園 2,940 421,100 143.23 地下貯留式

枇杷島公園 1,000 93,870 93.87 表面貯留式

上新公園 500 60,700 121.40 表面貯留式

計 12,945 1,311,070.0 101.28 （平均事業費）

したがって、耐用年数（４０年）のうちの１年間分の効果額は、

× 0.0505 ＝ 5,101円/㎥・年

１，０００㎡（１反）当たりの年間効果額は、

×　500㎥/反　＝ 2,500千円/反・年

市内の水田面積は２９１haであるため、市全体の年間効果額は、

×291ha×10＝ 7,275,000千円/年

5,000円/㎥・年

2,500千円/反・年

事業費に、還元率（※1）を乗じて年効果額を算定する。
（※1）還元率とは、ある効果を持つ施設を造成するための建設費から、その施設の耐用年数期間における年効果額を算出するための係数です。

水田周囲の道路と田面との平均的な高低差を５０cmとすると、１，０００㎡（１反）当たりの貯留量は
５００㎥であることから

上記表より、１㎥貯留するために必要となる平均事業費　　　　⇒

還元率＝(ｉ×（１＋ｉ）＾n)/(（１＋ｉ）n－１ )

ここで　ｉ＝割引率（4%）（※2）　 ｎ＝耐用年数(40年：鉄筋コンクリート用排水路）とおくと

還元率＝０．０５０５　となる。

（※2）割引率とは、将来の価値を現在時点の価値に 割り引く際に用いられる係数のことです。
　　　　数値出典：土地改良事業における経済効果の測定に必要な諸係数について（農林水産省）

≒　　101千円/㎥

≒　　5,000円/㎥・年101千円/㎥
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【凡例の説明】

農地保全対象エリア：市街化調整区域における

１０㏊以上の一団の農地を設定。

幹線用水路：緊急農地防災事業、小規模かんがい

排水事業にて計画的に順次改修中。

支線用水路：単独土地改良事業、土地改良施設

支線排水路 維持管理適正化事業により部分的な

補修をしているが、経年劣化のため

抜本的な改修が必要。

(要改修)

(要改修)

農地保全対象エリア
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農業者や地域が主体となって地域の子どもたちと一緒に生き物観察会を定期的に実施すると…

これまで接点が少なかった農業者、地域、近所の子どもたち、親が顔見知りになる。

常日頃から農業者や地域が近所の子どもたちに意識的に目を配るようになるため防犯効果が期待。

農業者の利益を高める

無農薬・減化学肥料の特別栽培を行うことにより、魚

が棲める水田で栽培した安全・安心な米としてブラン

ド化し、農業者自身で付加価値を付けた価格を設定し

売却。

収穫祭などのイベントを行うことで地域の絆は更に高まる。（例えば、地域主体で子どもたちに田

植えから収穫までの農業体験を実施したり、餅米を栽培し皆で収穫して餅つき大会などを行う。）

地域の人たちに農業に対する意識を高める

地域が水田や農業に目を向けるようになり、水田の多様な機能、とりわけ雨水の貯留・浸透機能への

理解が促進。

地域に雨水の貯留・浸透機能が大事であることの「気づき」を促すことにより、地域から水田保全の

声が上がりだす。

いろんな生き物が棲みだす（生物多様性の保全）

別紙３ 地域の絆を強くする「水田魚道」
す い で ん ぎ ょ ど う

○ 水田魚道は、田んぼと水路をつなぐことによって魚が田んぼに上が

れるようにするため、愛知県農業総合試験場が平成15(2003)年から

平成19(2007)年にかけて開発したものです。

○ この水田魚道は、材料をφ250ｍｍのポリエチレン製半円形コル

ゲート管に流量を調整するために耐水性ベニヤ板を取り付けたもので、

安くて施工性がよく、流す水も少量であるのにたくさんの魚が上がる

など、非常に効果があります。

地域の絆が強くなる（防犯効果等）

水田魚道とは？

○１ｍ当りの重量は約3.5kg

○ 材料費は６ｍ当りで約２０万円

○ 1秒間に50～500mlの水で遡上可

○ 隔壁をスライドさせ流量を調整

○ 水路勾配は２０°程度

○ パイプの溝で魚は休憩しながら

遡上するが、パイプが黒いので鳥に

見つけられにくい。

水田魚道の特長

ドジョウが上がる様子
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北名古屋市都市農業振興基本計画策定委員会条例  

 

（設置）  

第１条  都市農業振興基本法（平成２７年法律第１４号）第１０条

第１項の規定に基づき、北名古屋市における都市農業の振興に

関する計画（以下「都市農業振興基本計画」という。）を策定

するため北名古屋市都市農業振興基本計画策定委員会（以下

「策定委員会」という。）を置く。  

（所掌事項）  

第２条  策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。  

⑴  都市農業振興基本計画の策定及び変更に関すること。  

⑵  都市農業振興基本計画において定める施策等の実施に関する

こと。  

⑶  前２号に掲げるもののほか、都市農業の振興に関すること。  

（組織等）  

第３条  策定委員会は、委員１３人以内をもって組織する。  

２  委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命す

る。  

⑴  学識経験を有する者  

⑵  農業者の代表者  

⑶  農業団体の代表者  

⑷  関係行政機関の職員  

⑸  前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者  

（任期）  

第４条  委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合に

おける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（会長等）  

第５条  策定委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定め

る。  

２  会長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。  

３  会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、会長があら

かじめ指名した委員がその職務を代理する。  
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（会議等）  

第６条  策定委員会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招

集し、会長が会議の議長となる。  

２  前項の規定にかかわらず、会長が選出されていないときは、市

長が招集する。  

３  会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができな

い。  

４  会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。  

５  議長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の

者に出席を求めて説明をさせ、又は意見を聴くことができる。  

６  会議は、公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があ

ると認めるとき、会議の公正が著しく害されるおそれがあると

認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限り

でない。  

（守秘義務）  

第７条  委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。  

（庶務）  

第８条  策定委員会の庶務は、建設部において処理する。  

（雑則）  

第９条  この条例に定めるもののほか、策定委員会の運営等に関し

必要な事項は、会長が会議に諮って定める。  

附  則  

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  
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北名古屋市都市農業振興基本計画策定委員会  構成員  

 

   （敬称略・五十音順）  

氏   名  所属・役職等  

今井
い ま い

 幸一
こういち

 
愛知県尾張農林水産事務所農業改良普及課  

課長補佐（技術指導グループ班長）  

上野
う え の

 哲郎
てつろう

 
愛知県尾張農林水産事務所農政課  

主幹（農地調整・農村対策グループ班長）  

桑原
くわはら

 正城
ま さ き

 西春地区実行組合長会  会長  

柴
しば

田
た

 忠
ただ

利
とし

 師勝地区実行組合長会  会長  

茶
ちゃ

納
のう

 夫
く に お

 十五ケ用水土地改良区  理事長  

長瀬
な が せ

 一雄
か ず お

 北名古屋市農業委員会  会長  

丹羽
に わ

 順子
じゅんこ

 北名古屋市食生活改善推進協議会  会長  

比嘉
ひ が

 正道
まさみち

 有限会社  比良トラクター  

向井
む か い

 清史
き よ し

 名古屋市立大学大学院経済学研究科  特任教授  

山
やま

﨑
ざき

 晃代
て る よ

 
NPO 法人アット・ユア・ホームひよコッコ  

理事長  

吉野
よ し の

 隆子
た か こ

 オーガニックファーマーズ名古屋  代表  

渡辺
わたなべ

 三千
み ち

雄
お

 

 

西春日井農業協同組合  企画部長  

   ◎…会長、○…職務代理  

  

◎  

○  
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北名古屋市都市農業振興基本計画策定までの経過表  

 

 

実施年月日  内        容  

平成 30(2018)年  7 月  9 日  

第１回都市農業振興基本計画  

策定委員会  

・基本計画骨子（案）の検討  

平成 30(2018)年 10 月 30 日  

第２回都市農業振興基本計画  

策定委員会  

・基本計画（案）の検討  

平成 31(2019)年   1 月  8 日  

～平成 31(2019)年  2 月  7 日  

パブリックコメント  

・基本計画（案）の意見聴取  

平成 31(2019)年  2 月 12 日  

第３回都市農業振興基本計画  

策定委員会  

・基本計画最終とりまとめ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北名古屋市都市農業振興基本計画  

～水土里
み ど り

ゆたかで誰もが安全に安心して暮らせる  

北名古屋市をめざして～  
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